
 

 

地球環境局地球温暖化対策課 

自然環境局自然環境整備担当参事官室 

１．事業の必要性、概要 

東日本大震災以降、再生可能エネルギーに対する注目がより高まる中、

分散型、自立型、災害に強い等の特徴も有する再生可能エネルギーの推

進は、温室効果ガス排出量の削減、エネルギーセキュリティーの確保を

同時に実現可能な施策として期待されている。 

我が国は、世界第３位の地熱資源国であり、そのエネルギーの有効利

用は極めて重要。既存温泉の半数に当たる約 14,000 の温泉は湧出温度が

42 度以上の高温温泉であり、これら高温温泉は、大気中に熱を放散させる

等により温度を低下させてから浴用等に利用している事例も多いが、近年

ではこの温度差エネルギーにより発電することが可能となってきた。ま

た、温泉の採取に伴い発生するガス（温泉付随ガス）はその量によって

はエネルギーとして有効活用することも可能である。 

温泉発電、温泉熱・温泉付随ガス利用事業の自立的普及に向けて、初期

コストの低減を図り、地域特性に応じた再生可能エネルギー利用の推進を

図るため、温泉エネルギーを有効活用する民間団体に対して補助を行う。 

２．事業計画（業務内容） 

①温泉発電設備（固定価格買取制度による売電を行わないものに限る）の

設置 

②ヒートポンプ等による温泉熱の熱利用 

③温泉付随ガスの熱利用 

④温泉付随ガスのコジェネレーション 

 

補助率：①③④は事業費の１／２、②は１／３ 

補助対象者：民間団体等 

対象温泉：既存の温泉又は自然湧出温泉 

３．施策の効果 

温泉発電、温泉熱・温泉付随ガス利用事業の初期コストの低減による

自立的普及及び地域特性に応じた再生可能エネルギー利用の推進。 

 

温泉エネルギー活用加速化事業 

                   ３７０百万円（ ３７０百万円） 



温泉熱の利用

高温温泉
（７０～１２０℃）

我が国は世界第3位の地熱資源国。高温温泉の温泉熱や温泉の採取に伴い発生
する付随ガスの有効利用に補助を行い、温泉エネルギーの活用を推進。

○温泉エネルギー利用の初期コスト低減による自立的普及
○地域特性に応じた自立型で災害時にも強い再生可能エネルギー利用等を推進

浴用利用
（５０℃以下）

温度差エネルギー
で発電

ホテル・旅館等
での利用

温泉付随ガスの利用
改正温泉法の附帯決議に明記された
「分離したメタンの利活用」を推進

②ヒートポンプ等による温泉熱の熱利用

温泉付随ガス
お湯

③温泉付随ガスの熱利用

④温泉付随ガスの
コージェネレーション

給湯・空調に利用
排湯熱源対応
水冷式ヒートポンプ

我が国の高温温泉は
14000カ所。発電実用規模
に限定しても1500カ所以上。

温泉エネルギー活用加速化事業
平成25年度予算（案）額 3.7億円（3.7億円）

①温泉発電設備の設置


